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大阪大学大学院学則抜粋 

 

（除籍等） 

第３３条 除籍、復籍及び懲戒については、本学学部学則の規定を準用する。 

 

（授業料の免除等） 

第３９条 授業料の免除及び徴収猶予については、本学学部学則の規定を準用する。 

（納付済の検定料、入学料及び授業料） 

第３９条の２ 納付済の検定料、入学料及び授業料は返付しない。 

２ 第２２条第２項に規定する法科大学院の課程の入学志願者に対する選考において、出願書類等に

よる選抜（以下「第１段階目の選抜」という。）を行い、その合格者に限り学力検査その他による

選抜（以下「第２段階目の選抜」という。）を行う場合は、前項の規定にかかわらず、第１段階目

の選抜に合格しなかった者に対し、当該者の申出により、前項の検定料のうち、納付金規程第２条

第５項において定める第２段階目の選抜に係る検定料相当額を返付する。 

３ 第３６条第２項の規定により、学部学則第４６条第２項の規定を準用して前期分の授業料納付の

際、後期分授業料を併せて納付した者が、前期末までに休学又は退学した場合は、納付した者の申

出により後期分授業料相当額を返付する。 


